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聖
徳
太
子
の
黒
駒
説
話
に
つ
い
て
（
趙
）

は
じ
め
に

聖
徳
太
子
は
、
厩
戸
皇
子

1

と
も
い
い
、
日
本
の
飛
鳥
時
代
に
生
き
た
歴
史
的
な

人
物
で
あ
る
。
蘇
我
氏
な
ど
の
豪
族
が
実
権
を
握
っ
た
時
代
に
、
推
古
天
皇
の
摂

政
と
し
て
、
冠
位
十
二
階
・
憲
法
十
七
条
を
制
定
し
、
皇
室
中
心
の
中
央
集
権
を

強
化
し
た
。
文
化
の
面
で
も
、
遣
隋
使
を
派
遣
し
て
、
先
進
的
文
化
を
導
入
し
、

仏
教
の
興
隆
に
も
努
め
た
人
物
で
あ
る
。
日
本
に
お
い
て
、
長
き
に
亘
り
、
理
想

的
な
人
物
・
英
雄
的
な
人
物
と
し
て
評
価
さ
れ
、
ま
た
信
仰
対
象
と
も
な
っ
て
き

た
。
し
か
し
、
数
々
の
業
績
を
残
し
た
太
子
が
皇
太
子
の
ま
ま
で
早
世
し
、
そ
の

一
族
も
蘇
我
氏
に
滅
ぼ
さ
れ
、
悲
劇
的
な
英
雄
と
い
う
一
面
も
残
し
て
い
る
。
そ

の
死
後
、
太
子
に
対
す
る
敬
慕
の
気
持
ち
と
同
情
の
気
持
ち
を
抱
い
た
人
々
に

よ
っ
て
、
き
わ
め
て
多
く
の
太
子
伝
記
が
記
さ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
伝
承
が
残
さ
れ

た
。本

稿
で
は
、
太
子
が
黒
駒
に
乗
っ
て
飛
翔
す
る
説
話
に
つ
い
て
考
え
て
み
た

い
。
こ
の
説
話
は
、
延
喜
一
七
年
︵
九
一
七
︶
以
前
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
﹃
上

宮
聖
徳
太
子
伝
補
闕
記
﹄

2

︵
以
下
﹃
補
闕
記
﹄
と
略
称
す
る
︶
に
は
じ
め
て
見
ら

れ
る
。
延
喜
一
七
年
の
撰
で
あ
る
﹃
聖
徳
太
子
伝
暦
﹄︵
以
下
﹃
伝
暦
﹄
と
略
称

す
る
︶
に
は
、﹃
補
闕
記
﹄
に
載
る
説
話
と
類
似
す
る
説
話
が
見
え
る
が
、
太
子

が
馬
を
全
国
に
求
め
た
り
、
良
馬
を
見
抜
く
プ
ロ
ッ
ト
が
加
筆
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
黒
駒
説
話
が
必
ず
し
も
事
実
で
あ
る
と
は
考
え
が
た
い
が
、
後
代
の
太
子

信
仰
に
大
い
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
特
に
中
世
に
な
る
と
、
こ
の

黒
駒
説
話
に
拠
っ
た
絵
像
が
各
地
に
広
が
り
、
太
子
信
仰
の
普
及
に
も
大
き
な
役

割
を
果
た
し
た
。

こ
の
黒
駒
説
話
の
由
来
に
関
し
て
は
、
中
村
宗
彦
氏
が
、
周
の
穆
王
の
八
駿
の

故
事
か
ら
影
響
を
受
け
た
と
い
う
説

3

を
唱
え
て
い
る
。
し
か
し
、
中
国
の
文
献
を

調
べ
る
と
、
駿
馬
に
乗
る
天
子
は
周
の
穆
王
だ
け
で
は
な
く
、
漢
の
武
帝
や
唐
の

太
宗
な
ど
多
く
の
天
子
と
駿
馬
と
の
故
事
が
数
え
上
げ
ら
れ
る
。
天
子
と
駿
馬
と

が
一
緒
に
登
場
す
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
太
子
の
黒
駒
説
話
は
、
ま
た
聖
徳
太

子
に
ど
の
よ
う
な
性
格
を
与
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

本
稿
は
、﹃
補
闕
記
﹄
と
﹃
伝
暦
﹄
に
見
え
る
黒
駒
伝
承
を
中
心
に
、
中
国
古

早
稲
田
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
紀
要　
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二

聖
徳
太
子
の
黒
駒
説
話
に
つ
い
て
（
趙
）

典
に
お
け
る
天
子
と
駿
馬
の
説
話
や
駿
馬
の
意
味
を
意
識
し
つ
つ
、
そ
の
黒
駒
説

話
が
聖
徳
太
子
信
仰
に
与
え
た
影
響
つ
い
て
考
察
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

一
、『
補
闕
記
』
に
お
け
る
黒
駒
説
話

﹃
補
闕
記
﹄
は
﹃
伝
暦
﹄
の
下
巻
末
に
書
名
が
み
え
る
と
こ
ろ
か
ら
、﹃
伝
暦
﹄

が
成
書
し
た
延
喜
十
七
︵
九
一
七
︶
年
以
前
に
、
成
立
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

多
く
の
太
子
伝
の
中
で
、
成
立
年
代
の
比
較
的
古
い
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い

る
。﹃
補
闕
記
﹄
の
冒
頭
に
﹁
日
本
書
紀
、
暦
録
、
并
四
天
王
寺
聖
徳
王
伝
、
具

見
行
事
奇
異
之
状
、
未
尽
委
曲
、
憤
々
不
尠
。
因
斯
略
訪
耆
旧
、
兼
探
古
記
、
儻

得
調
子
膳
臣
等
二
家
記
、
雖
大
抵
同
古
書
、
而
説
有
奇
異
、
不
可
捨
之
、
故
録
之

云
爾
。︵
日
本
書
紀
、
暦
録
、
并
び
に
四
天
王
寺
聖
徳
王
伝
、
具
に
行
事
奇
異
の

状
を
見
る
も
、
未
だ
委
曲
を
尽
さ
ず
し
て
、
憤
々
た
る
こ
と
尠
な
か
ら
ず
。
斯
れ

に
因
り
て
略あ
ら

く
耆
旧
を
訪
ね
、
兼
ね
て
古
記
を
探
る
に
、
儻た
ま

た
ま
調
子
・
膳
臣
等

の
二
家
記
を
得
た
り
。
大お
ほ
よ
そ抵
古
書
に
同
じ
き
と
雖
も
、
而
か
る
に
説
に
奇
異
有
り
、

之
を
捨お

く
可
か
ら
ず
。
故
に
之
を
録
し
て
爾
か
云
ふ
。︶﹂

4

と
あ
る
よ
う
に
、﹃
日

本
書
紀
﹄
な
ど
に
記
さ
れ
た
太
子
の
事
柄
は
少
な
い
た
め
に
、
調
使
家
記
や
膳
臣

家
記
よ
り
太
子
に
関
す
る
も
の
を
取
材
し
補
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
黒
駒
伝
説
に
関
わ
る
部
分
を
﹃
補
闕
記
﹄
よ
り
引
用
す
る
。

庚
午
年
四
月
卅
日
、
夜
半
有
災
斑
鳩
宮
。
太
子
謂
夫
人
膳
大
郎
女
曰
。
汝
如

我
意
、
触
事
不
違
。
吾
得
汝
者
、
我
之
幸
大
。︵
中
略
︶
如
太
子
馬
。
其
毛

烏
斑
。
太
子
馭
之
、
凌
空
躡
雲
、
能
餝
四
足
。
東
登
補
時
岳
、
三
日
而
還
。

北
遊
高
志
之
州
、
二
日
而
還
。
太
子
欲
臨
看
之
地
、
此
馬
奉
駕
、
三
四
五
六

日
還
。
莫
処
不
詣
。
太
子
毎
命
曰
、
吾
得
意
馬
、
甚
善
甚
善
。
儻
有
錯
踳
、

終
日
不
喫
、
似
有
悔
過
。
太
子
宣
喫
、
敢
乃
喫
草
飲
水
。
辛
巳
年
十
二
月
廿

二
日
斃
。
太
子
愴
之
、
造
墓
葬
墓
。
今
中
宮
寺
南
、
長
大
墓
是
也
。︵
庚
午

年
四
月
卅
日
に
、
夜
半
、
斑
鳩
宮
に
災
す
る
有
り
。
太
子
、
夫
人
の
膳
大
郎

女
に
謂
ひ
て
曰
く
、﹁
汝
、
我
が
意
の
如
く
し
て
、
事
に
触
れ
て
違そ
む

か
ず
。

吾
、
汝
を
得
た
る
は
、
我
が
幸
い
大
な
り
﹂
と
。︵
中
略
︶
太
子
の
馬
の
如

し
。
其
の
毛
烏く
ろ

く
し
て
斑
あ
り
。
太
子
之
を
馭
す
る
に
、
空
を
凌
ぎ
雲
を
躡

み
、
能
く
四
足
を
餝か
ざ

る
。
東
ひ
が
し
のか
た
補
時
岳
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に
登
り
、
三
日
に
し
て
還
る
。
北
き
た
の

か
た
高
志
の
州

6

に
遊
び
、
二
日
に
し
て
還
る
。
太
子
臨
み
看
ん
と
欲
す
る
地

は
、
此
の
馬
に
駕
し
奉
り
、
三
四
五
六
日
に
し
て
還
る
。
処
と
し
て
詣い
た

ら
ざ

る
莫
し
。
太
子
毎
に
命
じ
て
曰
く
、﹁
吾
、
意
な
る
馬
を
得
た
り
。
甚
だ
善

し
、
甚
だ
善
し
﹂
と
。
儻も

し
錯
ち
踳み

だ

る
る
こ
と
有
ら
ば
、
終
日
喫
は
ず
、
過

ち
を
悔
ゆ
る
こ
と
有
る
に
似
た
り
。
太
子
、
喫
ふ
を
宣

ゆ
る
し
た
まふ
に
、
敢
へ
て
乃

ち
草
を
喫
ひ
水
を
飲
む
。
辛
巳
年
十
二
月
廿
二
日
に
斃し

ぬ
。
太
子
之
を
愴
し

み
、
墓
を
造
り
墓
に
葬
ら
し
む
。
今
の
中
宮
寺
の
南
、
長
く
大
な
る
墓
、
是

れ
な
り
。︶

7

﹃
補
闕
記
﹄
に
記
さ
れ
た
内
容
か
ら
、
黒
駒
が
快
足
な
駿
馬
で
あ
っ
た
の
み
な

ら
ず
、
太
子
に
忠
実
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
太
子
か
ら
も
厚
く

寵
愛
さ
れ
た
。
黒
駒
が
死
ん
だ
後
、
太
子
が
そ
の
死
を
悲
し
み
、
わ
ざ
わ
ざ
黒
駒

の
た
め
に
、
墓
を
作
ら
せ
て
葬
っ
た
。
ま
さ
に
名
君
と
忠
臣
の
よ
う
な
間
柄
で

あ
っ
た
。



三

聖
徳
太
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黒
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説
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二
、『
伝
暦
』
に
お
け
る
黒
駒
伝
承

次
に
﹃
伝
暦
﹄
に
載
る
黒
駒
説
話
を
み
て
み
よ
う
。

﹃
伝
暦
﹄
は
﹃
聖
徳
太
子
平
氏
伝
﹄
と
も
呼
ば
れ
、
太
子
の
事
績
を
編
年
体
で

記
し
た
伝
記
で
あ
る
。
望
月
信
成
氏
に
よ
る
と
、﹁
蓋
し
本
書
は
太
子
御
伝
中
最

も
整
備
せ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
後
世
太
子
伝
を
記
伝
す
る
も
の
は
概
ね
本
書
を
根

本
資
料
と
し
な
い
も
の
は
な
い
﹂
と
い
う

8

。
藤
原
兼
輔
が
延
喜
十
七
年
︵
九
一
七
︶

に
撰
し
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る

9
。
奇
異
な
伝
承
が
多
く
盛
り
込
ま
れ
て
お
り
、
後

世
の
太
子
に
関
す
る
絵
画
、
彫
刻
な
ど
は
、
ほ
と
ん
ど
こ
の
本
に
記
さ
れ
た
話
に

拠
っ
た
も
の
で
あ
る
。
黒
駒
に
関
わ
る
箇
所
を
﹃
伝
暦
﹄
推
古
天
皇
六
年
の
条
よ

り
引
用
す
る
。

︹
推
古
天
皇
六
年
︺、
夏
四
月
、
太
子
命
左
右
、
求
良
馬
。
府
諸
国
令
貢
、
甲

斐
国
貢
一
驪
駒
四
脚
白
者
、
数
百
匹
中
、
太
子
指
此
馬
曰
、
是
神
馬
也
。
餘

皆
被
還
。
令
舎
人
調
子
麿
加
之
飼
養
。
秋
九
月
、
試
馭
此
馬
、
浮
雲
東
去
。

侍
従
仰
観
、
麿
独
在
御
馬
之
右
、
直
入
雲
中
、
衆
人
相
驚
、
三
日
之
後
、
廻

轡
帰
来
。
謂
左
右
曰
、
吾
騎
此
馬
、
躡
雲
凌
霧
、
直
到
富
士
獄
上
。
転
到

信
濃
。
飛
如
雷
電
、
経
三
越
、
竟
今
得
帰
来
、
麿
、
汝
忘
疲
隨
吾
、
寔
忠
士

也
。
麿
啓
曰
、
意
不
履
空
、
両
脚
猶
歩
、
如
踏
陸
地
。
唯
看
諸
山
、
在
脚
之

下
。︵︹
推
古
天
皇
六
年
︺、
夏
四
月
に
、
太
子
、
左
右
に
命
じ
て
、
良
き
馬

を
求
め
し
む
。
諸
国
に
府お
ほ

せ
て
貢
た
て
ま
つら
し
む
。
甲
斐
の
国
、
一
の
驪
駒
の
四
脚

の
白
き
者
を
貢
る
。
数
百
匹
の
中
、
太
子
、
此
の
馬
を
指
し
て
曰
く
、﹁
是

れ
神
馬
な
り
﹂
と
。
餘
は
皆
還
さ
る
。
舎
人
の
調
子
麿
を
し
て
之
に
飼
養
を

加
へ
し
む
。
秋
九
月
に
、
試
み
に
此
の
馬
に
馭
し
て
、
雲
に
浮
か
べ
て
東
に

去
る
。
侍
従
仰
ぎ
観
る
に
、
麿
独
り
御
馬
の
右
に
在
り
、
直
ち
に
雲
の
中
に

入
る
。
衆
人
相
ひ
驚
く
。
三
日
の
後
、
轡た
づ
なを
廻
し
て
帰
り
来
る
。
左
右
に
謂

ひ
て
曰
く
、﹁
吾
、
此
の
馬
に
騎
り
、
雲
を
躡
み
霧
を
凌
ぎ
て
、
直
ち
に
富

士
獄
の
上
に
到
る
。
転
じ
て
信
濃
に
到
る
。
飛
ぶ
こ
と
雷
電
の
如
し
。
三
越

を
経
て
、
竟
ひ
に
今
帰
り
来
る
を
得
。
麿
、
汝
、
疲
れ
を
忘
れ
て
吾
に
隨
ふ
。

寔ま
こ
とに
忠
士
な
り
﹂
と
。
麿
啓ま
う

し
て
曰
く
、﹁
意
ふ
に
空
を
履ふ

ま
ね
ど
、
両
脚
、

猶
ほ
歩
む
こ
と
、
陸
地
を
踏
む
が
如
し
。
唯
、
諸
山
を
看
る
に
、
脚
の
下
に

在
り
﹂
と
。︶

続
い
て
は
推
古
天
皇
十
八
年
の
条
、
二
十
九
年
の
条
、
皇
極
天
皇
三
年
の
条
に

も
そ
れ
ぞ
れ
黒
駒
に
関
わ
る
内
容
が
散
見
さ
れ
る
た
め
に
、
そ
れ
ら
の
部
分
を
も

抜
粋
し
て
掲
げ
る
。

︹
十
八
年
庚
午
︺
秋
九
月
、
太
子
駕
驪
駒
、
参
小
墾
田
宮
、
錯
而
踳
之
。
太

子
尠
驚
、
還
斑
鳩
宮
。
驪
駒
不
能
喫
草
、
亦
不
飲
水
。
両
耳
掩
低
、
合
其
両

目
、
似
有
恨
過
。
太
子
聞
之
、
遣
使
宣
、
喫
草
飲
水
。
乃
開
其
目
、
含
水
草
。

以
之
為
常
。︵︹
十
八
年
庚
午
︺
秋
九
月
に
、
太
子
、
驪く
ろ
こ
ま駒
に
駕
し
て
、
小お
は
り墾

田だ

の
宮
に
参
る
に
、
錯
ち
て
之
を
踳み

だ

る
。
太
子
尠
し
く
驚
き
て
、
斑
鳩
宮
に

還
る
。
驪
駒
、
草
を
喫
ふ
こ
と
能
は
ず
、
亦
た
水
を
も
飲
ま
ず
。
両
耳
掩
ひ

低
れ
て
、
其
の
両
目
を
合
し
て
、
過
ち
を
恨
や
む
が
似ご

と

し
。
太
子
之
を
聞
き

て
、
使
を
遣
し
て
宣
は
く
、﹁
草
を
喫
ひ
水
を
飲
め
﹂
と
。
乃
ち
其
の
目
を

開
け
て
、
水
草
を
含
む
。
之
を
以
っ
て
常
と
為
す
。︶

︹
二
十
九
年
辛
巳
春
二
月
︺、︵
略
︶
太
子
薨
日
、
驪
駒
悲
鳴
、
不
喫
水
草
。
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被
太
子
鞍
、
随
輿
到
墓
。
閉
埏
之
後
、
見
墓
大
鳴
、
一
躍
而
斃
。
群
臣
大
異
、

将
還
其
尸
、
埋
中
宮
寺
南
墓
。
一
説
、
辛
巳
年
十
二
月
廿
二
日
斃
。
太
子
愴

之
、
造
墓
而
葬
。
墓
今
在
中
宮
寺
南
。
長
大
墓
是
也
。︵︹
二
十
九
年
辛
巳
春

の
二
月
に
︺、︵
略
︶
太
子
薨
ず
る
日
に
、
驪
駒
悲
鳴
し
て
、
水
草
を
喫
は
ず
。

太
子
の
鞍
を
被か
つ

ぎ
て
、
輿
に
随
ひ
て
墓
に
到
る
。
埏

は
か
み
ちを
閉
じ
て
の
後
、
墓
を

見
て
大
ひ
に
鳴
き
、
一
た
び
躍
り
て
斃へ

い

す
。
群
臣
大
ひ
に
異
と
し
、
其
の
尸

を
将も

ち
還
り
、
中
宮
寺
の
南
の
墓
に
埋
む
。
一
説
に
、
辛
巳
の
年
の
十
二
月

廿
二
日
に
斃
す
。
太
子
之
を
愴
し
み
、
墓
を
造
り
て
葬
る
。
墓
は
今
、
中
宮

寺
の
南
に
在
り
。
長
く
大
な
る
墓
、
是
れ
な
り
。︶

皇
極
天
皇
三
年
、︵
略
︶
又
曰
、
太
子
生
平
之
日
、
常
嘆
曰
、
吾
得
合
意
妻

与
馬
、
但
馬
子
未
得
。︵
皇
極
天
皇
の
三
年
に
、︵
略
︶
又
曰
く
、
太
子
の
生

平
の
日
、
常
に
嘆
じ
て
曰
く
、﹁
吾
、
意
に
合
ふ
妻
と
馬
を
得
た
り
。
但
し

馬
子
、
未
だ
得
ず
﹂
と
。︶

0

要
点
を
記
す
と
、
推
古
天
皇
六
年
の
夏
四
月
に
、
太
子
が
全
国
に
良
い
馬
を
求

め
る
こ
と
を
命
じ
た
。
甲
斐
の
国
か
ら
、
四
足
だ
け
が
白
い
驪
駒
が
献
じ
さ
れ
た
。

太
子
が
こ
の
馬
が
﹁
神
馬
﹂
で
あ
る
こ
と
を
見
抜
き
、
調
子
麿
を
飼
養
人
に
命
じ

た
。
そ
の
年
に
、
太
子
が
調
子
麿
を
つ
れ
て
、
驪
駒
に
乗
り
空
を
飛
ん
で
、
富
士

山
・
信
濃
・
三
越
を
巡
行
し
た
。
推
古
天
皇
十
八
年
の
条
に
は
、
嘗
て
驪
駒
が
太

子
を
載
せ
て
小
墾
田
の
宮
に
出
か
け
た
途
中
で
、
太
子
を
驚
か
せ
た
こ
と
が
あ
っ

た
た
め
に
、
自
分
の
過
ち
を
悔
や
ん
で
飲
食
し
な
か
っ
た
。
太
子
の
許
し
の
令
を

貰
っ
て
か
ら
は
じ
め
て
食
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
二
十
九
年
の
条
に
は
、
太
子
が

亡
く
な
っ
た
日
に
、
驪
駒
が
ま
た
飲
食
を
断
じ
て
、
太
子
が
生
前
に
使
っ
た
鞍
を

載
せ
て
太
子
の
墓
の
前
に
殉
死
し
た
。
群
臣
が
こ
の
驪
駒
を
中
宮
寺
の
南
の
墓
に

埋
葬
し
た
。
注
に
は
、
一
説
を
挙
げ
て
、
驪
駒
が
太
子
よ
り
先
に
死
に
、
太
子
が

驪
駒
の
死
を
悲
し
ん
で
、
驪
駒
を
中
宮
寺
の
南
の
墓
に
埋
葬
さ
せ
た
と
い
う
。
皇

極
天
皇
三
年
の
条
に
は
、
太
子
が
嘗
て
、
妻
の
膳
大
郎
女
と
驪
駒
と
を
自
分
の
意

に
適
っ
た
存
在
で
あ
る
こ
と
を
嘆
い
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。

﹃
補
闕
記
﹄
は
簡
略
に
黒
駒
の
記
事
を
記
し
た
の
に
対
し
て
、﹃
伝
暦
﹄
は
こ
の

黒
駒
に
関
す
る
内
容
を
何
か
所
に
分
け
て
潤
色
を
施
し
た
の
で
あ
る
。

三
、
黒
駒
伝
説
の
意
味

こ
こ
で
は
、
両
書
に
記
さ
れ
た
黒
駒
説
話
を
比
較
し
、
そ
の
骨
子
の
一
致
す
る

内
容
を
表
に
ま
と
め
て
み
た
。

記　闕　補

①
太
子
が
黒
駒
に
乗
っ
て
、
雲
を
踏
み
つ
け
て
空
を
飛
ん
だ
。

②
東
に
富
士
山
を
登
り
、
北
に
高
志
州
を
行
っ
て
き
た
。
太
子
の
行
き
た
い
場
所

で
あ
れ
ば
、
す
べ
て
数
日
程
度
で
往
復
で
き
る
。

③
黒
駒
が
太
子
に
逆
ら
う
こ
と
が
あ
る
と
、
ず
っ
と
飲
食
せ
ず
、
懺
悔
し
て
い
る

よ
う
で
あ
っ
た
。
太
子
の
許
し
を
貰
っ
て
か
ら
は
じ
め
て
食
べ
る
よ
う
に
な
る
。

暦　伝

①
太
子
が
調
子
麿
を
連
れ
て
、こ
の
驪
駒
を
あ
や
つ
り
、雲
に
浮
か
べ
て
東
に
去
っ

た
。

②
富
士
山
の
頂
上
に
至
り
、
信
濃
・
三
越
を
経
て
三
日
後
に
帰
っ
て
き
た
。

③
太
子
を
驚
か
せ
た
こ
と
が
あ
っ
た
た
め
に
、
黒
駒
が
自
分
の
過
ち
を
悔
や
ん
で

飲
食
を
断
じ
た
。
太
子
の
許
し
を
貰
っ
て
か
ら
は
じ
め
て
食
べ
る
よ
う
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、﹃
補
闕
記
﹄
に
は
な
く
、﹃
伝
暦
﹄
に
備
わ
る
プ
ロ
ッ
ト
が
以
下
の

よ
う
で
あ
る
。
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Ⅰ
、  

太
子
が
左
右
に
命
じ
て
良
馬
を
求
め
た
。
甲
斐
の
国
か
ら
一
匹
の
四
脚

の
白
い
黒
駒
が
さ
さ
げ
ら
れ
た
。︵
①
の
前
︶

Ⅱ
、  
地
方
か
ら
献
じ
ら
れ
た
数
百
匹
の
馬
の
中
で
、
太
子
が
そ
の
一
匹
の
黒

駒
だ
け
を
指
し
て
、﹁
こ
れ
は
駿
馬
だ
﹂
と
い
っ
た
。
そ
の
ほ
か
の
馬

を
全
部
返
さ
せ
た
。︵
①
の
前
︶

Ⅲ
、  

舎
人
の
調
子
麿
に
こ
の
驪
駒
を
飼
わ
せ
た
。︵
①
の
前
︶

Ⅳ
、  

太
子
が
巡
行
し
た
後
、
調
子
麿
が
忠
士
で
あ
る
と
褒
め
称
え
た
。︵
③

の
後
︶

﹃
補
闕
記
﹄
と
﹃
伝
暦
﹄
に
お
け
る
黒
駒
伝
説
を
比
較
す
る
と
、
そ
の
相
似
す

る
と
こ
ろ
は
主
に
﹁
黒
駒
﹂・﹁
馬
が
空
を
飛
ぶ
﹂・﹁
太
子
の
巡
行
﹂
と
い
う
三
つ

の
要
素
に
集
中
し
て
い
る
。
次
に
は
、
こ
の
両
書
の
一
致
し
て
い
る
要
素
の
一
つ

で
あ
る
﹁
馬
が
空
を
飛
ぶ
﹂
に
基
づ
き
、
こ
の
黒
駒
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
い

き
た
い
。

１
、
空
を
飛
ぶ
馬

黒
駒
と
い
う
表
記
が
、
今
日
で
は
一
般
化
し
て
い
る
が
、
こ
の
黒
駒
説
話
の
原

典
に
戻
る
と
、﹃
補
闕
記
﹄
と
﹃
伝
暦
﹄
は
そ
れ
ぞ
れ
﹁
其
毛
烏
斑
﹂
と
﹁
驪
駒
﹂

と
別
の
表
記
に
な
っ
て
い
る
。﹁
烏
﹂
は
い
う
ま
で
な
く
黒
色
で
あ
り
、﹁
驪
﹂
は

﹃
説
文
解
字
﹄
に
﹁
馬
深
黒
色
︵
馬
の
深
く
黒
き
色
な
り
︶﹂
と
あ
る
。
中
村
氏
に

既
に
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
周
の
穆
王
の
八
駿
の
一
の
﹁
盗
驪
﹂
に
当
た
る
存
在

で
あ
る
と
理
解
で
き
る

!

。﹃
補
闕
記
﹄
に
お
け
る
太
子
の
﹁
驪
駒
﹂
と
穆
王
の
馬

と
は
、
た
だ
﹁
驪
﹂
と
い
う
文
字
が
同
じ
で
、
色
が
み
な
黒
色
で
あ
る
だ
け
で
あ

る
が
、﹃
伝
暦
﹄
に
は
加
え
て
﹁
四
脚
白
﹂
と
い
う
属
性
も
記
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
よ
う
な
四
足
が
白
い
馬
は
﹁
踏
雪
馬
﹂
と
呼
称
さ
れ
る
。﹃
爾
雅
﹄﹁
釈
畜
﹂
に

は
、﹁
四
蹢
皆
白
、
首
。︵
四
の
蹢
、
皆
白
き
も
の
、
首
な
り
。︶﹂
と
あ
り
、
晋

の
郭
璞
の
注
釈
に
よ
る
と
、
こ
の
よ
う
な
四
足
が
皆
白
い
馬
は
、﹁
俗
呼
為
踏
雪

馬
、
蹢
、
蹄
也
。︵
俗
、
呼
び
て
雪
を
踏
む
馬
と
為
す
。
蹢
は
蹄
な
り
。︶﹂
と
い

う
。
こ
の
特
色
に
お
い
て
太
子
の
黒
駒
と
よ
り
相
似
す
る
の
は
唐
の
太
宗
が
か
つ

て
乗
っ
た
﹁
白
蹄
烏
﹂
で
あ
る
。

﹃
全
唐
文
﹄

@

巻
十
の
﹁
六
馬
図
賛
﹂
に
よ
る
と
、

白
蹄
烏
、
純
黒
色
、
四
蹄
俱
白
、
平
薛
仁
杲
時
所
乘
。
賛
曰
、
倚
天
長
剣
、

追
風
駿
足
。
聳
轡
平
隴
、
回
鞍
定
蜀
。︵
白
蹄
烏
、
純
黒
色
に
し
て
、
四
蹄

俱
に
白
く
、
薛
仁
杲
を
平
ら
ぐ
る
時
に
乘
る
所
な
り
。
賛
じ
て
曰
く
、﹁
天

に
倚
る
長
剣
、
風
を
追
ふ
駿
足
。
轡
を
聳
え
て
隴
を
平
ら
ぎ
、
鞍
を
回め
ぐ

ら
し

蜀
を
定
む
﹂
と
。︶

と
い
う
。
唐
の
高
祖
が
六
一
八
年
に
唐
朝
を
建
国
し
、
の
ち
に
二
代
目
の
皇
帝

と
な
る
太
宗
李
世
民
が
秦
王
に
封
じ
ら
れ
、
割
拠
す
る
敵
対
勢
力
の
平
定
に
活
躍

し
た
。
文
中
の
薛
仁
杲
が
当
時
甘
粛
省
周
辺
に
割
拠
し
た
勢
力
で
あ
っ
た
。
李
世

民
が
こ
の
四
足
だ
け
が
白
い
黒
駒
﹁
白
蹄
烏
﹂
に
乗
っ
て
、
薛
仁
杲
を
敗
り
、
更

に
、
隴
︵
現
在
の
陝
西
省
西
部
周
辺
︶
や
蜀
︵
現
在
の
四
川
省
西
部
周
辺
︶
の
地

域
も
平
定
し
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
﹁
白
蹄
烏
﹂
は
、
太
宗
の
平
定
活
動
に
お

い
て
、
赫
赫
た
る
戦
功
を
立
て
た
。﹃
補
闕
記
﹄
と
﹃
伝
暦
﹄
の
表
現
も
と
て
も

興
味
深
い
。﹃
補
闕
記
﹄
の
﹁
能
く
四
足
を
餝
る
﹂
と
い
う
表
現
が
、﹃
伝
暦
﹄
に

な
る
と
、﹁
一
の
驪
駒
の
四
脚
の
白
き
者
﹂
と
い
う
表
現
に
な
る
。

更
に
、
こ
の
黒
駒
の
飛
翔
様
態
に
つ
い
て
、﹃
補
闕
記
﹄
に
お
い
て
は
、﹁
空
を
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凌
ぎ
雲
を
躡
み
、
能
く
四
足
を
餝
ふ
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、﹃
伝
暦
﹄
に
お
い

て
は
、﹁
雲
に
浮
か
べ
て
東
に
去
る
﹂
と
﹁
雲
を
躡
み
霧
を
凌
ぐ
﹂
と
い
う
表
現

に
な
る
。
表
現
に
少
々
の
差
異
が
見
え
る
も
の
の
、
二
話
に
登
場
す
る
黒
駒
が
い

ず
れ
も
雲
を
踏
ん
で
空
を
飛
べ
る
と
い
う
点
が
相
共
通
す
る
。
こ
こ
で
想
起
さ
れ

る
の
は
漢
の
武
帝
が
作
っ
た
二
首
の
﹁
天
馬
﹂

#

を
詠
じ
た
歌
で
あ
る
。
ま
ず
そ
の

一
首
目
を
﹃
漢
書
﹄
巻
二
十
二
、﹁
礼
楽
志
第
二
﹂
よ
り
引
用
す
る
。

太
一
況
、
天
馬
下
。　
　

太
一
の
況
た
ま
も
の、
天
馬
下
る
。

霑
赤
汗
、
沫
流
赭
。　
　

赤
き
汗
に
霑
ひ
、
沫
流
れ
て
赭あ
か

し
。

志
俶
儻
、
精
権
奇
。　
　

志
俶
儻
た
り
、
権は
か
り
ご
と奇に
精す
ぐ

る
。

籋
浮
雲
、
晻
上
馳
。　
　

浮
雲
を
籋ふ

み
、
晻に

は

か
に
上
が
り
て
馳
す
。

体
容
與
、
迣
萬
里
。　
　

体
容よ

う
よ與
と
し
て
萬
里
を
迣わ

た

る
。

今
安
匹
、
龍
為
友
。　
　

今
安
く
ん
ぞ
匹た

ぐ

は
ん
、
龍
を
友
と
為
す
。

元
狩
三
年
、
馬
生
渥
洼
水
中
作
。

　
　
︵
元
狩
三
年

$

に
、
馬
、
渥あ
く
せ
い洼
の

%
 水
中
に
生
じ
、
作
る
。︶

^

更
に
二
首
目
は
、
武
帝
太
初
四
年
に
、
将
軍
広
利
が
大
宛
の
国
か
ら
駿
馬
を
獲

得
し
た
際
に
、
武
帝
が
喜
び
の
あ
ま
り
に
詠
ん
だ
詩
歌
で
あ
る
。

天
馬
来
、
従
西
極
、
天
馬
来
り
、
西
極
従よ
り

し
、

渉
流
沙
、
九
夷
服
。
流
沙
を
渉
り
、
九
夷
服
す
。

天
馬
来
、
出
泉
水
、
天
馬
来
り
、
泉
水
よ
り
出
で
、

虎
脊
両
、
化
若
鬼
。
虎
の
脊
の
ご
と
く
両
あ
り
、
化
す
こ
と
鬼
の
若
し
。

天
馬
来
、
歴
無
草
、
天
馬
来
り
、
草
無
き
を
歴へ

、

経
千
里
、
循
東
道
。
千
里
を
経
て
、
東
の
道
に
循し
た
がふ
。

天
馬
来
、
執
徐
時
、
天
馬
来
り
、
執
徐
の
時
に
、

将
揺
挙
、
誰
与
期
。
将
に
揺あ

挙が

ら
ん
と
し
、
誰
と
期
せ
ん
。

天
馬
来
、
開
遠
門
、
天
馬
来
り
、
遠
門
開
き
、

疎
予
身
、
逝
崑
崙
。
予
が
身
を
疎
ん
じ
、
崑
崙
に
逝
く
。

天
馬
来
、
龍
之
媒
、
天
馬
来
り
、
龍
の
媒
な
か
だ
ちな
り
、

遊
閶
闔
、
観
玉
台
。
閶
闔
に
遊
び
、
玉
台
を
観
ん
。

太
初
四
年
誅
宛
王
獲
宛
馬
作
。﹁
天
馬
﹂
十

︵
太
初
四
年
に
、
宛
王
を
誅
し
宛
馬
を
獲
て
、
作
る
。﹁
天
馬
﹂
十

&

︶

一
首
目
の
中
に
﹁
浮
雲
を
籋ふ

む
﹂
と
い
う
表
現
が
見
え
る
。﹁
籋
﹂
は
﹁
躡
﹂

に
通
じ
る
。
調
べ
た
限
り
で
は
、
こ
れ
は
馬
が
浮
雲
を
踏
む
と
い
う
表
現
の
は
じ

ま
り
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
天
か
ら
の
賜
物
に
ほ
か
な
ら
ぬ
馬
は
赤
い
汗
を
流
し
、

万
里
で
も
ゆ
っ
た
り
と
馳
せ
る
こ
と
が
で
き
、
ま
さ
に
空
を
飛
ぶ
龍
の
友
で
あ

る
。﹁
赤
き
汗
に
霑
ひ
、
沫
流
れ
て
赭
し
﹂
の
一
句
は
名
高
い
汗
血
馬
を
い
う
こ

と
ば
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
汗
血
馬
は
﹃
史
記
﹄﹁
大
宛
伝
﹂、﹃
漢
書
﹄﹁
西
域
伝
﹂

に
﹁
天
馬
子
﹂︵
天
馬
の
子
︶
と
記
さ
れ
る
。
大
宛
国
に
産
す
る
駿
馬
で
あ
る
。

一
首
目
は
馬
の
走
る
時
の
迅
速
を
讃
え
、
武
帝
の
喜
び
の
気
持
ち
を
表
し
、
二

首
は
駿
馬
の
国
に
と
っ
て
の
重
要
性
を
強
調
し
、
馬
が
来
る
こ
と
は
﹁
九
夷
服
す
﹂

象
徴
で
あ
る
と
明
白
に
言
っ
て
い
る
。
以
上
の
二
首
の
馬
を
詠
む
詩
歌
か
ら
、﹁
天

馬
﹂
を
得
る
こ
と
が
中
国
古
代
に
お
い
て
、
皇
帝
、
ひ
い
て
は
、
国
に
と
っ
て
、

非
常
に
重
大
な
意
義
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
も
、
漢
代
と
い
う
時

代
の
、
馬
の
品
種
改
良
が
そ
れ
ほ
ど
進
ん
で
い
な
か
っ
た
状
況
の
中
で
は
、﹁
天

馬
﹂
と
呼
ば
れ
る
駿
馬
が
ま
さ
に
皇
帝
の
求
め
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
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聖
徳
太
子
の
黒
駒
は
、
漢
の
武
帝
の
﹁
天
馬
﹂
の
よ
う
な
存
在
で
あ
り
、
皇
帝

の
よ
う
な
天
下
の
至
尊
で
な
け
れ
ば
、
手
に
入
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
宝
物
で

あ
っ
た
に
相
違
な
い
。

中
国
古
文
献
を
更
に
調
べ
る
と
、
周
の
穆
王
と
八
駿
、
唐
の
太
宗
と
六
駿
馬
以

外
に
も
、
漢
の
文
帝
と
九
逸
・
隋
の
文
帝
と
獅
子
驄
・
唐
の
玄
宗
と
龍
馬
・
唐
の

代
宗
と
九
花
虬
・
唐
の
徳
宗
と
神
智
驄
な
ど
、
天
子
と
駿
馬
に
ま
つ
わ
る
伝
承
が

複
数
存
在
す
る
。
馬
が
貴
重
な
時
代
の
こ
と
で
、
駿
馬
を
所
有
す
る
こ
と
の
で
き

た
人
も
限
ら
れ
て
い
て
、
と
り
わ
け
八
駿
や
九
逸
の
よ
う
な
快
足
の
良
馬
は
、
皇

帝
に
し
か
持
て
な
い
貴
重
な
存
在
で
あ
っ
た
。
駿
馬
を
有
す
る
こ
と
は
そ
の
時
代

に
お
い
て
は
天
子
に
相
当
す
る
身
分
の
象
徴
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

２
、
馬
に
乗
っ
て
巡
行
す
る

続
い
て
、﹁
太
子
の
巡
行
﹂
と
い
う
要
素
に
つ
い
て
考
え
る
。
従
来
の
研
究
で

は
、
こ
の
﹁
空
を
凌
ぎ
雲
を
躡
む
﹂
と
い
う
表
現
だ
け
に
注
目
し
、
こ
の
説
話
を

周
の
穆
王
の
八
駿
と
比
べ
、
こ
れ
は
神
仙
思
想
の
反
映
で
あ
る
と
論
じ
ら
れ
て
き

た

*

。
確
か
に
、
馬
に
乗
っ
て
、
雲
を
踏
む
と
い
う
行
為
は
と
て
も
人
間
が
で
き
る

行
動
と
は
思
え
ず
、
神
仙
の
所
為
で
あ
る
と
考
え
る
し
か
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ

は
あ
く
ま
で
太
子
の
馬
の
迅
速
を
表
現
す
る
方
法
で
あ
り
、
そ
の
﹁
巡
行
﹂
と
い

う
行
為
こ
そ
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
駿
馬
に
乗
っ
て
巡
行
す
る
故
事
は
中
国
の
古
書
に
も
見
え
る
。

﹃
太
平
広
記
﹄
巻
第
四
百
三
十
五
、﹁
畜
獣
二
﹂
に
﹃
王
子
年
拾
遺
記
﹄
よ
り
引
用

す
る
﹁
周
穆
王
八
駿
﹂
と
題
す
る
記
載
が
見
え
る
。

周
穆
王
即
位
三
十
二
年
。
巡
行
天
下
。
馭
八
龍
之
馬
。
一
名
絶
地
、
足
不
践

土
。
二
名
翻
羽
、
行
越
飛
禽
。
三
名
奔
霄
、
夜
行
萬
里
。
四
名
越
影
、
逐
日

而
行
。
五
名
踰
輝
、
毛
色
炳
燿
。
六
名
超
光
、
一
形
十
影
。
七
名
騰
霧
、
乗

雲
而
趨
。
八
名
挾
翼
、
身
有
肉
翅
。
遞
而
駕
焉
、
按
轡
徐
行
、
以
廵
天
下
之

域
。
穆
王
神
智
遠
謀
、
使
轍
迹
徧
於
四
海
。
故
絶
地
之
物
、
不
期
而
自
服
。

︵
周
の
穆
王
即
位
し
て
三
十
二
年
、
天
下
を
巡
行
す
。
八
龍
の
馬
を
馭
す
。

一
は
絶
地
と
名
づ
け
、
足
は
土
を
践ふ
ま

ま
ず
。
二
は
翻
羽
と
名
づ
け
、
行
く
こ

と
飛
禽
を
越
ゆ
。
三
は
奔
霄
と
名
づ
け
、
夜
行
す
る
こ
と
萬
里
。
四
は
越
影

と
名
づ
け
、
日
を
逐
ひ
て
行
く
。
五
は
踰
輝
と
名
づ
け
、
毛
色
は
炳
燿
た
り
。

六
は
超
光
と
名
づ
け
、
一
の
形
に
十
の
影
あ
り
。
七
は
騰
霧
と
名
づ
け
、
雲

に
乗
り
て
趨は
し

る
。
八
は
挾
翼
と
名
づ
け
、
身
に
肉
翅
有
り
。
遞か
は

り
て
焉こ
れ

に
駕

し
、
轡
を
按
じ
て
徐
ろ
に
行
き
、
以
て
天
下
の
域
を
廵
る
。
穆
王
神
智
遠
謀

あ
り
て
、
轍
迹
を
し
て
四
海
に
徧あ
ま
ねか
ら
し
む
。
故
に
絶
異
の
物
、
期
せ
ず
し

て
自
ら
服
す
。︶

文
中
の
傍
線
部
を
読
む
と
、
天
下
を
巡
行
す
る
の
は
た
だ
の
巡
遊
で
は
な
く
、

絶
地
の
人
々
を
服
従
さ
せ
る
効
果
も
あ
っ
た
行
為
で
あ
る
。
穆
王
が
深
謀
遠
慮
で

あ
り
、
車
の
跡
を
四
方
に
巡
ら
せ
る
と
、
辺
地
の
人
々
も
自
ら
従
っ
て
き
た
。
こ

の
よ
う
な
発
想
が
前
掲
の
武
帝
が
作
っ
た
﹁
天
馬
﹂
の
歌
の
二
首
目
に
も
出
て
き

た
。﹁
天
馬
来
り
、
西
極
従
し
、
流
沙
を
渉
り
、
九
夷
服
す
﹂
と
い
う
句
に
現
れ

る
。
つ
ま
り
、﹁
天
馬
﹂
が
西
方
よ
り
来
れ
ば
、﹁
九
夷
﹂
の
異
民
族
が
服
従
す

る
。
ま
さ
し
く
四
方
が
服
従
す
る
こ
と
に
な
る
の
は
、
こ
の
馬
の
力
に
よ
る
と
思

わ
れ
る
。

下
出
積
与
氏
が
﹁
神
仙
思
想
―
日
本
武
尊
と
聖
徳
太
子
説
話
を
中
心
と
し
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て
―
﹂
の
中
で
、
太
子
の
黒
駒
説
話
が
﹁
全
く
シ
ナ
の
神
仙
類
似
の
も
の
で
、
こ

の
場
合
の
神
馬
は
あ
た
か
も
彼
の
地
に
お
け
る
鶴
や
龍
に
も
似
た
役
割
を
演
じ
て

い
る
﹂
と
述
べ
た
。
し
か
し
、
馬
と
い
う
動
物
は
鶴
と
龍
と
比
べ
る
と
、
古
代
の

社
会
に
お
い
て
は
、
異
な
る
役
を
演
じ
て
い
た
。﹃
後
漢
書
﹄﹁
馬
援
伝
﹂
に
﹁
馬

者
、
兵
甲
之
本
、
国
之
大
用
︵
馬
は
、
兵
甲
の
本
に
し
て
、
国
の
大
用
な
り
︶﹂

と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
馬
は
古
代
の
戦
に
お
い
て
、
非
常
に
重
要
な
存
在
で

あ
っ
た
。
故
に
、
こ
こ
に
出
て
く
る
馬
も
神
仙
の
乗
り
物
と
し
て
簡
単
に
片
づ
け

る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
馬
は
戦
力
の
象
徴
で
あ
り
、
国
力
の
象
徴
で
も
あ
る
。

聖
徳
太
子
が
駿
馬
に
乗
っ
て
巡
遊
す
る
意
味
を
考
え
る
時
に
、
そ
の
発
想
の
源

流
で
あ
る
周
の
穆
王
と
八
駿
の
話
及
び
そ
の
類
似
す
る
話
を
理
解
し
た
上
で
考
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
太
子
が
﹃
補
闕
記
﹄
に
お
い
て
、
黒
駒
に
乗
っ
て
﹁
高
志

之
州
﹂
を
巡
行
し
た
行
為
や
、﹃
伝
暦
﹄
に
お
い
て
、
黒
駒
に
乗
っ
て
﹁
信
濃
﹂

や
﹁
三
越
﹂
を
巡
行
し
た
行
為
も
穆
王
の
八
駿
に
乗
っ
て
四
方
を
服
従
さ
せ
る
行

為
を
連
想
さ
せ
る
。

聖
徳
太
子
は
か
ず
か
ず
の
業
績
を
の
こ
し
、
皇
太
子
の
ま
ま
で
早
世
し
た
。
し

か
も
、
そ
の
一
族
は
蘇
我
氏
の
た
め
に
滅
ぼ
さ
れ
る
な
ど
悲
劇
的
な
結
末
を
迎
え

た
。
太
子
が
各
地
に
巡
行
し
た
要
素
は
、
太
子
を
思
慕
す
る
人
々
は
太
子
の
死
後
、

そ
の
伝
記
を
綴
る
際
に
、
敬
慕
の
気
持
ち
や
同
情
の
気
持
ち
を
昇
華
し
て
、
太
子

を
理
想
的
な
人
物
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
あ
る
べ
き
治
世
者
と
し
て
描
き
出
そ
う

と
す
る
意
図
に
よ
っ
て
取
り
入
れ
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

３
、
良
馬
を
求
め
る
・
良
馬
を
見
抜
く

最
後
に
、﹃
補
闕
記
﹄
に
は
な
く
、﹃
伝
暦
﹄
の
み
に
あ
る
﹁
全
国
に
良
馬
を
求

め
る
﹂
こ
と
や
、﹁
太
子
が
良
馬
を
見
抜
く
﹂
こ
と
、﹁
調
子
麿
を
黒
駒
の
飼
養
人

に
任
命
し
た
﹂
こ
と
を
問
題
と
し
た
い
。

前
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
馬
と
い
う
動
物
は
古
代
に
お
い
て
、
と
て
も
重
要
な

存
在
で
あ
り
、
軍
事
力
や
国
力
を
左
右
す
る
存
在
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、

国
の
統
治
者
も
駿
馬
を
好
ん
で
求
め
て
い
た
。
中
国
の
皇
帝
の
中
の
典
型
的
な

例
は
前
に
触
れ
た
漢
の
武
帝
で
あ
る
。﹃
史
記
﹄﹁
大
宛
伝
﹂、﹃
漢
書
﹄﹁
西
域
伝
﹂

に
よ
る
と
、
西
域
か
ら
帰
っ
て
き
た
張
騫
か
ら
、
武
帝
は
汗
血
馬
の
こ
と
を
聞
い

た
。
武
帝
は
こ
の
汗
血
馬
を
求
め
る
た
め
に
、
大
金
を
用
意
し
、
わ
ざ
わ
ざ
使
節

を
送
っ
た
。
断
ら
れ
る
と
、
李
広
利
将
軍
に
遠
征
ま
で
さ
せ
た
。
古
代
に
お
け
る
、

駿
馬
の
重
要
さ
が
十
分
に
伝
わ
っ
て
く
る
。
そ
し
て
、
武
帝
は
馬
と
同
時
に
人
材

を
も
求
め
て
、
か
つ
て
こ
の
よ
う
な
詔
を
下
し
た
。﹃
漢
書
﹄﹁
武
帝
本
紀
第
六
﹂

よ
り
引
用
す
る
。

詔
曰
、
蓋
有
非
常
之
功
、
必
待
非
常
之
人
。
故
馬
或
奔
踶
而
致
千
里
、
士
或

有
負
俗
之
累
而
立
功
名
。︵
詔
し
て
曰
く
、﹁
蓋
し
非
常
の
功
有
る
は
、
必
ず

非
常
の
人
を
待
つ
。
故
に
馬
或
ひ
は
奔
り
踶ふ

ん
で
千
里
を
致
し
、
士
或
ひ
は

俗
を
負
ふ
の
累
有
り
て
功
名
を
立
つ
﹂
と
。︶

非
凡
な
人
材
を
非
凡
な
馬
に
喩
え
て
い
る
。
武
帝
は
馬
も
人
材
も
積
極
的
に
求

め
続
け
、
強
大
な
る
国
家
へ
と
成
長
さ
せ
た
。

良
馬
を
見
抜
く
こ
と
に
着
目
す
る
と
、
湖
南
省
長
沙
市
の
馬
王
堆
漢
墓
か
ら
出

土
し
た
﹃
相
馬
経
﹄
は
ま
さ
に
良
馬
を
見
抜
く
手
引
き
書
で
あ
っ
た
。
馬
の
頭
や

姿
形
な
ど
か
ら
ど
の
よ
う
に
そ
の
備
わ
っ
て
い
る
性
質
を
見
抜
く
こ
と
が
で
き
る

か
が
系
統
的
に
書
か
れ
て
い
る
。
馬
が
重
要
視
さ
れ
る
時
代
に
お
い
て
、
馬
の
優
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劣
を
識
別
す
る
知
識
や
眼
力
も
要
求
さ
れ
た
だ
ろ
う
。﹃
史
記
﹄
巻
百
二
十
六
﹁
滑

稽
列
伝
第
六
十
六
﹂
に
﹁
相
馬
失
之
痩
、
相
士
失
之
貧
。︵
馬
を
相み

る
に
之
れ
を

痩
に
失
し
、
士
を
相
る
に
之
れ
を
貧
に
失
す
︶﹂
と
い
う
よ
う
に
、
良
馬
を
見
抜

く
に
は
、
外
面
に
騙
さ
れ
な
い
眼
力
が
必
要
で
あ
る
。
太
子
が
数
百
匹
の
馬
か
ら
、

甲
斐
の
国
よ
り
献
じ
ら
れ
た
黒
駒
の
み
を
﹁
神
馬
﹂
と
断
言
し
た
こ
と
は
、
太
子

が
良
馬
を
見
抜
く
能
力
の
持
ち
主
で
あ
る
こ
と
を
端
的
に
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
聖
徳
太
子
も
武
帝
と
同
じ
よ
う
な
中
央
集
権
を
強
化
し
た
、
有
為

な
統
治
者
で
あ
っ
た
。
駿
馬
を
全
国
に
求
め
る
と
い
う
行
動
も
太
子
の
積
極
的
な

為
政
者
の
像
を
描
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
駿
馬
を
求
め
る
だ
け

で
は
な
く
、
太
子
が
地
方
か
ら
奉
げ
ら
れ
る
数
百
匹
の
馬
か
ら
、
す
ぐ
快
足
の
黒

駒
を
見
抜
い
て
、
そ
し
て
黒
駒
の
御
者
と
し
て
相
応
し
い
調
子
麿
を
任
命
し
た
。

ま
さ
に
千
里
の
馬
と
賢
い
人
材
を
見
抜
い
た
名
伯
楽
と
し
て
の
一
面
を
伝
え
て

い
る
。

お
わ
り
に

聖
徳
太
子
が
古
代
日
本
人
の
理
想
的
な
人
物
像
と
し
て
、
そ
の
死
後
、
様
々
な

伝
記
が
記
さ
れ
て
、
様
々
な
説
話
的
要
素
や
奇
異
譚
が
太
子
の
身
に
付
け
加
え
ら

れ
た
。
本
稿
で
考
察
し
て
き
た
黒
駒
説
話
は
﹃
今
昔
物
語
﹄、﹃
三
宝
絵
﹄、﹃
本
朝

神
仙
伝
﹄
な
ど
の
数
多
く
の
作
品
に
そ
の
話
題
が
採
ら
れ
る
な
ど
、
太
子
信
仰
の

普
及
と
と
も
に
広
く
知
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。

そ
の
初
出
す
る
書
で
あ
る
﹃
補
闕
記
﹄
と
よ
り
完
全
な
黒
駒
説
話
を
目
指
し
た

﹃
伝
暦
﹄
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
太
子
伝
記
の
源
泉
で
あ
り
、
と
り
わ
け
﹃
伝
暦
﹄
は

太
子
伝
記
の
集
大
成
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
。
こ
の
二
つ
の
伝
記
の
記
載
に
よ
れ

ば
、
こ
の
説
話
が
中
国
の
故
事
か
ら
影
響
を
受
け
て
形
成
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
こ
の
黒
駒
の
意
味
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
古
代
中
国
に
お
け
る
馬
の
イ

メ
ー
ジ
を
合
わ
せ
て
み
る
こ
と
が
肝
要
と
な
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
太
子
伝
記
を
み
る
と
、
太
子
を
常
人
の
及
ば
な
い
超
越
し
た
能
力
の

持
ち
主
と
し
て
理
解
し
、
神
格
化
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
読
み
取
れ
る
。
し
か
も
、

中
国
古
典
に
お
け
る
天
子
と
駿
馬
の
故
事
を
重
ね
合
わ
せ
て
考
察
す
る
と
、
当
時

の
人
々
が
太
子
を
神
だ
け
で
は
な
く
、
治
世
の
聖
人
と
し
て
敬
慕
し
て
、
理
想
的

な
君
主
像
を
描
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
神
と
聖
人
の
二
つ

の
イ
メ
ー
ジ
を
具
現
化
し
て
い
る
も
の
こ
そ
聖
徳
太
子
の
黒
駒
説
話
で
あ
る
と
考

え
る
。

注1

　

 

聖
徳
太
子
が
な
ぜ
厩
戸
と
称
さ
れ
る
理
由
に
つ
い
て
、
主
に
以
下
の
よ
う
な
説
が

あ
る
。
①
﹃
日
本
書
紀
﹄
推
古
天
皇
元
年
の
条
に
、
太
子
の
出
生
に
つ
い
て
、﹁
母

の
皇
后
を
穴あ
な

穂ほ
べ
の
は
し
ひ
と

部
間
人
皇
女
と
曰
す
。
皇
后
、
懐
妊
開
胎
さ
む
と
す
る
日
に
、
禁

中
に
巡
行
し
て
、
諸
司
を
監
察
た
ま
ふ
。
馬
官
に
至
り
た
ま
ひ
て
、
乃
ち
厩
の
戸

に
当
り
て
、
労な
や

み
た
ま
は
ず
し
て
忽
に
産あ

れ
ま
せ
り
﹂
と
い
う
記
事
が
み
え
る
。

こ
の
﹃
日
本
書
紀
﹄
に
よ
る
と
す
る
説
︵
テ
キ
ス
ト
は
坂
本
太
郎
等
校
注
﹃
日
本

書
紀
﹄
に
よ
る
︶。
②
キ
リ
ス
ト
の
降
誕
説
話
の
影
響
を
受
け
て
、
渡
唐
の
僧
徒
が

作
り
出
し
た
と
主
張
す
る
説
︵
久
米
邦
武
氏
﹃
上
宮
太
子
実
録
﹄︶。
③
聖
徳
太
子

生
年
は
甲
午
年
で
あ
る
こ
と
に
由
来
す
る
と
す
る
説
︵
長
沼
賢
海
氏
﹃
聖
徳
太
子

論
考
﹄
の
第
一
章
﹁
太
子
の
称
号
の
数
々
﹂︶。

　

2

　

 ﹃
補
闕
記
﹄
の
書
名
が
﹃
伝
暦
﹄
の
跋
本
に
見
え
る
。﹃
伝
暦
﹄
は
延
喜
一
七
年

︵
九
一
七
︶
に
成
立
し
た
と
こ
ろ
か
ら
考
え
る
と
、﹃
補
闕
記
﹄
の
成
立
は
遅
く
て

も
延
喜
一
七
年
以
前
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
望
月
信
成
氏
の
﹃
聖
徳
太
子
御
伝
叢



一
〇

聖
徳
太
子
の
黒
駒
説
話
に
つ
い
て
（
趙
）

書
﹄
の
書
目
解
説
の
部
分
に
よ
る
と
、﹁
日
本
紀
を
日
本
書
紀
と
云
ふ
所
か
ら
、
日

本
書
紀
の
書
の
字
を
用
ひ
た
時
代
、
即
ち
弘
仁
私
記
序
文
よ
り
時
代
の
降
る
も
の

と
見
る
。
又
延
喜
十
七
年
の
編
纂
に
か
か
る
聖
徳
太
子
伝
暦
の
跋
本
に
既
に
本
書

の
名
が
出
て
い
る
所
か
ら
、
そ
れ
以
前
の
撰
著
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。﹂

と
書
か
れ
て
い
る
。

　

3

　

 ﹃
大
谷
女
子
大
学
紀
要
﹄ 

一
二
︵
二
︶、
一
九
七
八
年
三
月
。
後
に
﹃
民
衆
宗
教
史

叢
書
﹄
三
二
巻
﹃
太
子
信
仰
﹄︵
雄
山
閣
、
一
九
九
九
年
一
〇
月
︶
に
収
録
さ
れ
る
。

　

4

　

 ﹃
補
闕
記
﹄
の
伝
本
は
少
な
く
、
飯
田
瑞
穂
氏
の
﹃
上
宮
聖
徳
太
子
伝
補
闕
記
﹄

に
つ
い
て
―
特
に
本
文
校
訂
に
関
連
し
て
―
、
附
、
彰
考
館
蔵
﹃
上
宮
聖
徳
太
子

伝
補
闕
記
﹄
翻
印
﹂︵﹃
中
央
大
学
文
学
部
紀
要
﹄
史
学
科
二
二
、一
九
七
七
年
三
月
︶

に
よ
れ
ば
、
主
に
彰
考
館
蔵
本
・
群
書
類
従
所
収
本
な
ど
が
あ
り
、
類
従
本
の
底

本
が
彰
考
館
本
で
あ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
疑
い
な
い
と
い
う
。
そ
の
た
め
に
、
本

稿
に
お
い
て
、
氏
の
前
掲
の
論
文
に
掲
載
す
る
彰
考
館
蔵
の
﹃
補
闕
記
﹄
の
翻
印

本
に
よ
っ
て
引
用
す
る
。

　

5

　

 

長
田
夏
樹
氏
に
よ
る
と
、﹁
富
士
を
恐
ら
く
は
﹃
管
子
﹄﹁
覇
言
篇
﹂
に
あ
る
﹁
聖

人
能
補
時
不
能
違
時
﹂
に
基
づ
く
と
思
わ
れ
る
補
時
岳
と
い
う
表
記
が
と
ら
れ
て

い
る
﹂
と
い
う
。﹃
補
闕
記
﹄
に
出
て
く
る
﹁
補
時
岳
﹂
は
富
士
山
の
こ
と
を
指
す
。

︵﹃
聖
徳
太
子
伝
暦
﹄
影
印
と
研
究
﹄︵
桜
楓
社
、
一
九
八
五
年
一
二
月
、
日
中
文
化

交
流
史
研
究
会
編
︶
の
序
文
に
よ
る
。︶

　

6

　

 

長
田
氏
に
よ
る
と
、﹁
三
越
つ
ま
り
越
前
・
越
中
・
越
後
に
分
か
れ
て
か
ら
の
名

称
が
高
志
之
州
と
な
っ
て
い
る
﹂
と
い
う
こ
と
か
ら
、
こ
こ
の
﹁
高
志
之
州
﹂
が

﹃
伝
暦
﹄
中
の
三
越
に
あ
た
る
。︵﹃
聖
徳
太
子
伝
暦
﹄
影
印
と
研
究
﹄︵
桜
楓
社
、

一
九
八
五
年
一
二
月
、
日
中
文
化
交
流
史
研
究
会
編
︶
の
序
文
に
よ
る
。︶

　

7

　

 

テ
キ
ス
ト
は
飯
田
氏
の
前
掲
の
論
文
に
掲
載
す
る
彰
考
館
蔵
の
﹃
補
闕
記
﹄
翻
印

に
よ
っ
て
引
用
す
る
。
訓
読
は
筆
者
に
よ
る
。

　

8

　

 ﹃
聖
徳
太
子
御
伝
叢
書
﹄︵
金
尾
文
淵
堂
、
一
九
四
二
年
︶
の
書
目
解
説
に
よ
る
。

　

9

　

 

藤
原
猶
雪
は
延
喜
一
七
年
︵
九
一
七
︶
に
藤
原
兼
輔
が
撰
し
た
と
提
唱
す
る
︵
復

元
﹃
聖
徳
太
子
伝
暦
﹄︵
聖
徳
太
子
奉
賛
会
、
一
九
二
七
年
一
〇
月
︶
に
よ
る
︶。

近
時
こ
れ
を
疑
う
説
も
あ
る
が
、
本
稿
で
は
深
く
考
察
し
な
い
こ
と
に
す
る
。

　

0

　

 

テ
キ
ス
ト
は
東
大
寺
図
書
館
蔵
文
明
十
六
年
書
写
本
に
よ
る
。
訓
読
は
﹃
聖
徳
太

子
伝
暦
﹄
影
印
と
研
究
﹄︵
桜
楓
社
、
一
九
八
五
年
一
二
月
、
日
中
文
化
交
流
史
研

究
会
編
︶
を
参
照
し
た
が
、
適
宜
私
意
に
よ
っ
て
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　

!

　

 ﹃
大
谷
女
子
大
学
紀
要
﹄ 

一
二
︵
二
︶、
一
九
七
八
年
三
月
。
後
に
︽
民
衆
宗
教
史

叢
書
︾
三
二
巻
﹃
太
子
信
仰
﹄︵
雄
山
閣
、
一
九
九
九
年
︶
に
収
録
さ
れ
る
。

　

@

　

 

清
の
嘉
慶
帝
の
命
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
る
。
唐
・
五
代
の
散
文
の
総
集
。
唐
の 

政

治
・
経
済
・
文
化
・
思
想
な
ど
の
研
究
に
欠
か
せ
な
い
資
料
で
あ
る
。

　

#

　

 

一
九
一
六
年
に
丁
福
保
が
編
纂
し
た
﹃
全
漢
詩
﹄
に
﹁
天
馬
歌
﹂
と
﹁
西
極
天
馬

歌
﹂
と
い
う
題
で
二
首
の
詩
歌
を
収
録
す
る
。﹁
天
馬
歌
﹂
と
﹁
西
極
天
馬
歌
﹂
と

い
う
題
名
は
、
丁
氏
が
﹃
全
漢
詩
﹄
に
収
め
る
際
に
付
け
た
も
の
で
あ
る
。
後
世

は
そ
の
言
い
方
を
踏
襲
し
た
。

　

$

　

 ﹃
漢
書
﹄﹁
武
帝
紀
第
六
﹂
に
よ
る
と
、
武
帝
は
元
鼎
四
年
に
一
匹
の
渥
洼
川
か
ら

出
た
馬
を
得
た
と
い
う
。

　

%

　

 

今
の
甘
粛
省
酒
泉
の
西
方
に
当
た
る
。

　

^

　

 

テ
キ
ス
ト
は
﹁
和
刻
本
正
史
﹂﹃
漢
書
﹄︵
汲
古
書
院
、
一
九
七
二
年
︶
に
よ
る
。

訓
読
は
ち
く
ま
学
芸
文
庫
﹃
漢
書
﹄︵
小
竹
武
夫
訳
︶
を
参
照
し
、
私
意
に
よ
っ
て

改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　

&

　

 

テ
キ
ス
ト
は
﹁
和
刻
本
正
史
﹂﹃
漢
書
﹄︵
汲
古
書
院
、
一
九
七
二
年
︶
に
よ
る
。

訓
読
は
ち
く
ま
学
芸
文
庫
﹃
漢
書
﹄︵
小
竹
武
夫
訳
︶
を
参
照
し
、
私
意
に
よ
っ
て

改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　

*

　

 

こ
の
観
点
を
抱
く
研
究
者
と
そ
の
論
文
を
挙
げ
て
み
る
と
、

　

 

①  

下
出
積
与
氏
が
﹁
神
仙
思
想
―
日
本
武
尊
と
聖
徳
太
子
説
話
を
中
心
と
し
て
―
﹂

で
、﹁
太
子
の
黒
駒
説
話
が
全
く
シ
ナ
の
神
仙
類
似
の
も
の
で
、
こ
の
場
合
の
神

馬
は
あ
た
か
も
彼
の
地
に
お
け
る
鶴
や
龍
に
も
似
た
役
割
を
演
じ
て
い
る
﹂
と

述
べ
た
。

 

②  

中
村
宗
彦
氏
が
﹁
聖
徳
太
子
の
駒
﹂
で
、
黒
駒
伝
説
が
﹁
神
仙
譚
の
流
行
と
相

ま
っ
て
大
陸
の
周
穆
王
の
天
上
遊
行
説
話
を
結
び
つ
け
る
の
は
極
め
て
容
易
で

あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。﹂
と
指
摘
し
た
。


